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(57)【要約】
　本発明は、仮想現実体験シーケンス（１０）を構成又
は修正するためのシステム（１）に関し、仮想現実体験
シーケンス（１０）は、一体に接続された複数の場所（
２０）であって、２つの場所（２０）間の接続はナビゲ
ーションノード（３２０）によって操作される場所と、
場所（２０）に接続されたメディアコンテンツ（３０）
であって、ある場所（２０）とあるメディアコンテンツ
（３０）との間の接続はメディアノード（３３０）によ
って操作されるメディアコンテンツとを含み、そのシス
テムは、仮想現実体験シーケンス（２０）を構成するた
めのモジュール（１００）と、設定ファイル又は複数の
設定ファイルのセット（３００）と、メディアファイル
（３６０）を含む装置（３５０）とを含む。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　仮想現実体験シーケンス（１０）を構成又は修正するためのシステム（１）であって、
該仮想現実体験シーケンス（１０）は、一体に接続された複数の場所（２０）であって、
２つの前記場所（２０）間の接続はナビゲーションノード（３２０）によって操作される
場所と、前記場所（２０）に接続されたメディアコンテンツ（３０）であって、ある場所
（２０）とあるメディアコンテンツ（３０）との間の接続はメディアノード（３３０）に
よって操作されるメディアコンテンツとを含み、前記システムは、
－仮想現実体験シーケンス（１０）を構成するためのモジュール（１００）と、
－設定ファイル又は複数の設定ファイルのセット（３００）と
を含み、該設定ファイル又は複数の設定ファイルのセットは、
　・一次シーンフィールド（３１１）によって特性決定される少なくとも１つのシーン（
３１０）と、ここで該一次シーンフィールド（３１１）は、前記シーンの一次識別子（３
１２）と、ある場所（２０）を表す環境メディアファイル（３６１）へのアクセスのため
の手段（３１３）とを含み、
　・一次ナビゲーションフィールド（３２１）によって特性決定される少なくとも１つの
ナビゲーションノード（３２０）と、ここで該一次ナビゲーションフィールド（３２１）
は、出発シーンの一意識別子（３２２）と、到着シーンの一意識別子（３２３）と、前記
出発シーンの場所での前記ナビゲーションノードの球座標系（Ｏ，ｘ，ｙ，ｚ）による位
置（３２４）と、遷移規則（３２５）とを含み、
　・一次メディアフィールド（３３１）によって特性決定される少なくとも１つのメディ
アノード（３３０）と、ここで該一次メディアフィールド（３３１）は、前記メディアノ
ードが依存する前記シーンの一意識別子（３３２）と、前記メディアノードを含む前記シ
ーンの場所での前記メディアノードの球座標系（Ｏ，ｘ，ｙ，ｚ）による位置（３３３）
と、コンテンツメディアファイルへのアクセスパス（３３４）と、制御規則（３３５）と
を含み、
－メディアファイル（３６０）を含む装置（３５０）と
を含み、前記一次フィールド（３１１、３２１、３３１）は、これらの一次フィールド（
３１１、３２１、３３１）の値を定義するデータ要素（４００）に関連付けられており、
前記仮想現実体験シーケンスを構成するためのモジュール（１００）は記録装置（１１０
）を備え、該記録装置は、該記録装置が前記設定ファイル又は複数の設定ファイルのセッ
ト（３００）に前記データ要素（４００）を記録することができるようにする規則を備え
、前記データ要素（４００）は、構成又は修正された前記仮想現実体験シーケンス（１０
）を少なくとも部分的に定義する、システム。
【請求項２】
　表示モジュール（２００）を備えることを特徴とする、請求項１に記載のシステム。
【請求項３】
　前記場所（２０）は、３６０°又は３６０°ステレオ２Ｄ、３Ｄパノラマ画像による現
実の場所の表現であることを特徴とする、請求項１又は２に記載のシステム。
【請求項４】
　それぞれの前記場所（２０）は、３Ｄステレオ画像によって表現されることを特徴とす
る、請求項１～３のいずれかに記載のシステム。
【請求項５】
　－前記少なくとも１つのナビゲーションノード（３２０）は更に、少なくとも１つの二
次ナビゲーションフィールド（３２６）によって特性決定され、該少なくとも１つの二次
ナビゲーションフィールド（３２６）は、
　・前記ナビゲーションノードの一意識別子（３２７）と、
　・前記ナビゲーションノード（３２０）に関する情報を与えるテキスト（３２８）と、
　・到着ビューに関するデータにアクセスするための手段（３２９）と
から選択されることができることを特徴とする、請求項１～４のいずれかに記載のシステ
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ム。
【請求項６】
　前記１つ以上のメディアノード（３３０）は、少なくとも１つの二次メディアフィール
ド（３３６）によって更に特性決定され、該二次メディアフィールド（３３６）は、
　・前記メディアノードの一意識別子（３３７）と、
　・距離値（３３８）と、
　・メディアの実行前に経過する時間を制御するための値（３３９）と
から選択されることができることを特徴とする、請求項１～５のいずれかに記載のシステ
ム。
【請求項７】
　前記メディアコンテンツ（３０）は、写真、スライドショー、ビデオ、声又は環境音な
どの音声要素から選択されることを特徴とする、請求項１～６のいずれかに記載のシステ
ム。
【請求項８】
　前記仮想現実体験シーケンス（１０）は現実の場所を表し、訪問と比較されることがで
きることを特徴とする、請求項１～７のいずれかに記載のシステム。
【請求項９】
　前記少なくとも１つのメディアノード（３３０）の制御のための前記規則（３３５）の
前記データ要素（４００）は、スライドショー又はコンテンツグリッドから選択され、該
スライドショー又はコンテンツグリッドは、複数のメディアへのアクセスを単一の動作で
することができることを特徴とする、請求項１～８のいずれかに記載のシステム。
【請求項１０】
　前記少なくとも１つのナビゲーションノード（３２０）の遷移のための前記規則（３２
５）の前記データ要素（４００）は、セクション遷移、フェード遷移、フラップ遷移、カ
ーテン遷移、アニメーション遷移、又はビデオの再生を含む遷移から選択されることを特
徴とする、請求項１～９のいずれかに記載のシステム。
【請求項１１】
　前記設定ファイル又は複数の設定ファイルは、２００キロバイト未満のサイズを有する
ことを特徴とする、請求項１～１０のいずれかに記載のシステム。
【請求項１２】
　－前記システムは、複数の設定ファイルのセットを含み、そのうちの少なくとも１つの
ファイルは、前記仮想現実体験シーケンス（１０）のカスタマイズに必要な前記複数の設
定ファイルのセット（３００）のリストを含むオーガナイザー設定ファイルであることを
特徴とする、請求項１～１１のいずれかに記載のシステム。
【請求項１３】
　前記システムは、
－オーガナイザー設定ファイル（３７０）と呼ばれる設定ファイルと、
－前記シーンと、前記ナビゲーションノードと、前記メディアノード（３３０）に関して
、前記メディアノードの一意識別子（３３７）のフィールド、前記メディアノードが依存
する前記シーンの一意識別子（３３２）のフィールド、及び前記メディアノードを含む前
記シーンの場所での前記メディアノードの球座標系（Ｏ，ｘ，ｙ，ｚ）による位置（３３
３）のフィールドとを含む、シーン設定ファイルと呼ばれる設定ファイルと、
－コンテンツメディアファイル（３６２）への前記アクセスパス（３３４）に関するフィ
ールド、制御規則（３３５）に関するフィールド、前記メディアノードの一意識別子（３
３７）に関するフィールド、距離値（３３８）に関するフィールド、及びメディアの実行
を定義する値（３３９）に関するフィールドを含む、メディア設定ファイルと呼ばれる設
定ファイルと
を含む複数の設定ファイルのセットを含むことを特徴とする、請求項１～１２のいずれか
に記載のシステム。
【請求項１４】
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　前記出発シーンの一意識別子（３２２）により、前記仮想現実体験シーケンス（１０）
内の場所（２０）における前記ナビゲーションノード（３２０）の表示の位置を定義する
ことができることを特徴とする、請求項１～１３のいずれかに記載のシステム。
【請求項１５】
　請求項１～１４のいずれかに記載のシステムによって実行される仮想現実体験シーケン
スを構成又は修正する方法であって、該仮想現実体験シーケンス（２０）は、一体に接続
された複数の場所（２０）であって、２つの前記場所間の接続はナビゲーションノード（
３２０）によって操作される場所と、前記場所（２０）に接続されたメディアコンテンツ
（３０）であって、ある場所とあるメディアコンテンツとの間の接続はメディアノード（
３３０）によって操作されるメディアコンテンツとを含み、前記方法は、
－仮想現実体験シーケンス（１０）を構成するためのモジュール（１００）内で、作者と
相互作用することができる制御装置（１２０）と記録装置（１１０）との間の接続（５１
１）を生成するステップ（５１０）と、
－前記記録装置（１１０）によって、ファイル又は複数の設定ファイルのセット（３００
）をロードするステップ（５２０）と、ここで前記ファイル又は複数の設定ファイルのセ
ット（３００）は、
　・一次シーンフィールド（３１１）によって特性決定される少なくとも１つのシーン（
３１０）と、ここで該一次シーンフィールド（３１１）は、前記シーンの一次識別子（３
１２）と、ある場所（２０）を表す環境メディアファイル（３６１）へのアクセスのため
の手段（３１３）とを含み、
　・一次ナビゲーションフィールド（３２１）によって特性決定される少なくとも１つの
ナビゲーションノード（３２０）と、ここで該一次ナビゲーションフィールド（３２１）
は、出発シーンの一意識別子（３２２）と、到着シーンの一意識別子（３２３）と、前記
出発シーンの場所での前記ナビゲーションノードの球座標系（Ｏ，ｘ，ｙ，ｚ）による位
置（３２４）と、遷移規則（３２５）とを含み、
　・一次メディアフィールド（３３１）によって特性決定される少なくとも１つのメディ
アノード（３３０）と、ここで該一次メディアフィールド（３３１）は、前記メディアノ
ードが依存する前記シーンの一意識別子（３３２）と、前記メディアノードを含む前記シ
ーンの場所での前記メディアノードの球座標系（Ｏ，ｘ，ｙ，ｚ）による位置（３３３）
と、コンテンツメディアファイル（３６２）へのアクセスパス（３３４）と、制御規則（
３３５）とを含み、前記一次フィールド（３１１、３２１、３３１）は、これらの一次フ
ィールド（３１１、３２１、３３１）の値を定義するデータ要素（４００）に関連付けら
れることができ、
－表示モジュール（２０２）によって、前記仮想現実体験シーケンス（１０）を構成する
ための前記モジュール（１００）から情報を受信して表示するように構成された生成イン
タフェースを表示するステップ（５３０）と、
－前記仮想現実体験シーケンスを記録するための装置（１１０）によって、一次シーン（
３１１）、ナビゲーション（３２１）及び／又はメディアマーカー（３３１）に関連付け
られた少なくとも１つのデータ要素（４００）を生成するステップ（５４０）と、ここで
一次マーカー（３１１、３２１、３３１）に関連付けられた前記データ要素（４００）は
、前記仮想現実体験シーケンスの少なくとも部分的な定義を可能とし、
－前記記録装置（１１０）によって、前記データ要素（４００）を前記ファイル又は複数
の設定ファイルのセット（３００）に記録するステップ（５５０）と
を含む、方法。
【請求項１６】
　請求項１５に記載の方法によって得ることができる仮想現実体験を読み取るためのシス
テムであって、該システムは、仮想現実体験シーケンスを表示するための機器を備え、前
記仮想現実体験シーケンスは、一体に接続された複数の場所であって、２つの前記場所間
の接続はナビゲーションノードによって操作される場所と、前記場所に接続されたメディ
アコンテンツであって、ある場所とあるメディアコンテンツとの間の接続はメディアノー
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ドによって操作されるメディアコンテンツとを含み、前記機器は、
－仮想現実体験を読み取るためのモジュール（６００）と、
－表示モジュール（２００）と、
－設定ファイル又は複数の設定ファイルのセット（３００）と、
－複数のメディアファイル（３６０）のセットを含む装置（３５０）と
を含み、前記設定ファイル又は複数の設定ファイルのセットは、
　・一次シーンフィールド（３１１）によって特性決定される少なくとも１つのシーン（
３１０）と、
　・一次ナビゲーションフィールド（３２１）によって特性決定される少なくとも１つの
ナビゲーションノード（３２０）と、
　・一次メディアフィールド（３３１）によって特性決定される少なくとも１つのメディ
アノード（３３０）と、
を含み、前記一次シーンフィールド（３３１）は、前記シーンの一次識別子（３１２）と
、ある場所（２０）を表す環境メディアファイル（３６１）へのアクセスのための手段（
３１３）とを含み、前記一次ナビゲーションフィールド（３２１）は、出発シーンの一意
識別子（３２２）と、到着シーンの一意識別子（３２３）と、前記出発シーンの場所での
前記ナビゲーションノードの球座標系（Ｏ，ｘ，ｙ，ｚ）による位置（３２４）と、遷移
規則（３２５）とを含み、前記一次メディアフィールド（３３１）は、前記メディアノー
ドが依存する前記シーンの一意識別子（３３２）と、前記メディアノードを含む前記シー
ンの場所での前記メディアノードの球座標系（Ｏ，ｘ，ｙ，ｚ）による位置（３３３）と
、コンテンツメディアファイルへのアクセスパス（３３４）と、制御規則（３３５）とを
含み、前記一次フィールド（３１１、３２１、３３１）は、これらの一次フィールド（３
１１、３２１、３３１）の値を定義するデータ要素（４００）に関連付けられており、前
記仮想現実体験シーケンス（１０）を読み取るための前記モジュール（６００）は、デー
タ要素（４００）にアクセスするための手段（６１０）と、前記データ要素（４００）を
取得して処理するための装置（６２０）と、前記仮想現実体験シーケンス（１０）を表示
するための前記モジュール（２００）への伝送のためのモジュール（６３０）とを含む、
システム。
【請求項１７】
　前記読み取りシステムは、前記仮想現実体験シーケンス（１０）のマルチユーザ読み取
りを認可することができる、前記仮想現実体験シーケンスを読み取るための前記システム
のユーザ識別モジュール（１５０）を備えることを特徴とする、請求項１６に記載のシス
テム。
【請求項１８】
　前記システムは、前記読み取りシステムの前記ユーザに利用可能なアクションが、前記
ユーザが訪問している場所（２０）での浮動視覚要素によって表されるように構成され、
前記視覚要素は、前記ファイル又は複数の設定ファイルのセット（３００）に含まれる情
報に基づいて、前記場所（２０）に配置されることを特徴とする、請求項１６又は１７に
記載のシステム。
【請求項１９】
　前記システムは、前記ユーザの視線がノードに近づくとカーソルが現れ、前記ユーザが
問題としている地点を正確に注視するのを助けるように構成されることを特徴とする、請
求項１６～１８のいずれかに記載のシステム。
【請求項２０】
　前記システムは、前記ユーザの視線の位置を表すポインタが、最も近いオブジェクトか
ら視野の長さの１０％未満の距離にある場合にのみ可視化されるように構成されることを
特徴とする、請求項１６～１９のいずれかに記載のシステム。
【請求項２１】
　前記システムは、前記ユーザの視線がノードに近づくと時間インジケータが現れ、アク
ションの開始が迫っていることを前記ユーザに示すように構成されることを特徴とする、
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請求項１６～２０のいずれかに記載のシステム。
【請求項２２】
　前記システムは、モバイル機器（２０３）での表示のためのモジュールを含み、この表
示モジュール（２３０）は、少なくとも１つの推奨ルートを表示することができることを
特徴とする、請求項１６～２１のいずれかに記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、仮想現実没入型体験の分野、及び仮想又は拡張現実体験のカスタマイズされ
たシーケンスの迅速かつ直感的な生成に関する。より詳細には、本発明は、仮想現実シー
ケンスを構成又は修正するためのシステム、そのシステムによって実行される仮想現実体
験シーケンスの構成又は迅速な修正を可能とする方法、及びこれによって構成されたシー
ケンスを読み取るためのシステムに関する。全体的な目的は、プログラミングの手間を要
することなく仮想現実体験シーケンスを生成し、それによってその仮想現実体験シーケン
スに誰もがアクセスすることができるように、迅速かつ容易な情報の統合を実現すること
である。
【背景技術】
【０００２】
　仮想現実技術は急速に進歩しており、建築、通信、ビデオゲーム及び学習など、ますま
す多くの領域に影響を及ぼしている。仮想現実は、ユーザの物理的存在を現実モード又は
仮想モードで擬似体験することができるコンピュータ設計環境を指す。仮想現実は、ユー
ザが相互作用することができる単一の場所の形態、又はユーザが相互作用することができ
る仮想現実シーケンスを形成するための複数の場所のセットの形態とすることができる。
【０００３】
　現在、一般に仮想現実シーケンスの設計及び定義のためには、ＣＡＴＩＡ　Ｖ５、Ｓｏ
ｌｉｄｗｏｒｋｓ、Ｉｎｖｅｎｔｏｒ、Ｓｋｅｔｃｈｕｐ、３ｄｓｍａｘ、Ｕｎｒｅａｌ
　Ｅｎｇｉｎｅ又はＵｎｉｔｙ３Ｄといった専用ソフトウェアの詳細な知識を用いる必要
がある。これらの方法により、仮想現実体験の複雑なシーケンスを生成することができる
。それにもかかわらず、その方法は、専門的なプログラミングの勉強を修めた個人による
大量のプログラミング作業を必要とする。更に、プログラマーのチームによって生成され
る大半の仮想現実体験は、構造的に停滞してしまう。よってこれらの方法では、プログラ
ミングの知識を持たない個人による仮想現実シーケンスの生成は不可能である。例えば、
２０１６年６月２９日公開の非特許文献１は、仮想現実及び仮想現実体験設計を概説して
いる。この文献は特に、仮想現実体験を実施するためのＵｎｉｔｙ３Ｄソフトウェアの使
用を提案しているが、専門家でない人が仮想現実シーケンスの全ての要素を定義すること
ができるようにするシステムについては記載していない。これは、インターネットで２０
１６年７月１９日に公開された、Ｕｎｉｔｙ３Ｄで動作するマニュアルである非特許文献
２によって、又はインターネットで２０１３年４月８日に公開された非特許文献３によっ
て確認され、これらの文献は、仮想現実体験シーケンスの生成に必要なプログラミングコ
マンドの一部を記載している。
【０００４】
　写真の閲覧（例えばＧｅａｒＶＲで利用することができるＯｃｕｌｕｓ　Ｐｈｏｔｏｓ
、電話のＳＤカードにコピーすることによって写真を追加することができる）及びビデオ
の閲覧（同一の原理、ＧｅａｒＶＲのＯｃｕｌｕｓ　Ｖｉｄｅｏ）のための、最先端の方
法も存在する。これらのアプリケーションは、これらのメディアが提示される環境のカス
タマイズは不可能であり、ナビゲートすることができる複数の場所で構成される訪問の生
成も不可能である。
【０００５】
　非特許文献４に記載されている方法などの、実行が比較的容易な、仮想現実体験を生成
するための他の方法が存在する。しかしながら、より容易な設計を提供するために、これ
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らのカスタマイズ可能な仮想現実体験は、あるシーン又はある場所に限定される。
【０００６】
　しかしながら、仮想現実は急速に進化しており、この新しいメディアへのアクセスを提
供するための機器はますます多くなっている。仮想現実の成長を促進するために、詳細な
プログラミングの知識を持たないユーザが、ユーザの需要を満たすことができる仮想現実
シーケンスを生成することができるようにする、システム及び関連する方法を有すること
が必要である。実際にはユーザは、仮想現実シーケンスを補足する体験を挿入するために
、この仮想現実シーケンスをカスタマイズすること、かつそのカスタマイズが、このシー
ケンスを管理するアプリケーションの再符号化を必要としないことを望む場合がある。し
かしながら、プログラミングに頼ることなく、構造に関して作者の希望に従って進歩する
ことができ、また異なる起源からの、特に作者の複数のリソースからのコンテンツ、コン
テナ又は遷移を統合することができる解決策は存在しない。
【０００７】
　よって、既存のシステムが生み出す課題に対処することができる、仮想現実体験シーケ
ンスを構成するための新規のシステムが必要とされている。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００８】
【非特許文献１】“How to create a virtual reality application” published on Jun
e 29, 2016 (URL: http://www.virtual-reality.com/create-virtual-reality-applicati
on)
【非特許文献２】“Scene Manager Manual” (ancientlightstudios.com/scenemanager/d
ocumentation/manual.pdf)
【非特許文献３】“How to embed and play a video on an object in Unity3d and Jibe
” published on April 8, 2013 (https://becunningandfulloftricks.com/2013/04/08/h
ow-to-embed-and-play-a-movie-on-an-object-in-unity3d-and-jibe/)
【非特許文献４】“[DEMO] MRI Design Review System” (IEEE International Symposiu
m on Mixed and Augmented Reality 2014, 10-12 September 2014)
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本発明は、従来技術の欠点を克服することを目的とする。特に本発明により、専門家で
ない人が、訪問のすべての要素（場所、ナビゲーションリンク、検索可能なメディア、及
び各場所でのこれらの位置）を作者によるプログラミングを必要としないインタフェース
を介して定義することができるようにする、仮想現実訪問を編集するためのサービスの実
行を実現する。
【００１０】
　特に本発明は、仮想現実シーケンスを構成するためのシステムを提案することを目的と
し、そのシステムは、プログラミングの知識がなくても実行が可能であり、高速であり、
簡潔であり、ステップの数が少ない。このシステムは、ファイル又は複数の設定ファイル
のセットに基づいて、体験モジュールの追加を扱うことができ、訪問を改善することがで
き、またナビゲーション及びメディア参照のために提案される相互作用規則を、製品全体
を再プログラミングする必要なしに再定義することができるという利点を有する。よって
、基本的なシーケンスから、全てのタイプのコンテンツを追加することもでき、これには
プログラミングの知識は必要ない。
【００１１】
　本発明は更に、仮想現実体験シーケンスを構成又は修正するための方法を提案すること
を目的とし、その方法は、そのシーケンスの変更、メディアが提示される環境のカスタマ
イズ、及び特にナビゲート可能な複数の場所で構成される訪問の生成を可能とする。
【００１２】
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　更に本発明は、軽量で、従って容易に転送可能であるファイル又は複数の構成ファイル
のセットに基づくことの利点を有する、読み取りシステムを提案する。よって、固定ステ
ーション、タブレット、タッチスクリーン電話又は仮想現実ヘッドセットのメディアファ
イルに関連付けられた設定ファイルの形態で、仮想現実シーケンスを伝送することが考え
られる。
【００１３】
　よって本発明は、極めて高いレベルのカスタマイズ、ナビゲーション及び設計を提案す
ることにより、従来の仮想現実アプローチとは異なるアプローチを提供する。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　この目的のために、本発明は、仮想現実体験シーケンスを構成又は修正するためのシス
テムに関し、その仮想現実体験シーケンスは、一体に接続された複数の場所であって、２
つの前記場所間の接続はナビゲーションノードによって操作される場所と、前記場所に接
続されたメディアコンテンツであって、ある場所とあるメディアコンテンツとの間の接続
はメディアノードによって操作されるメディアコンテンツとを含み、前記システムは、
－仮想現実体験シーケンスを構成するためのモジュールと、
－設定ファイル又は複数の設定ファイルのセットと
を含み、前記設定ファイル又は複数の設定ファイルのセットは、
　・一次シーンフィールドによって特性決定される少なくとも１つのシーンと、ここで該
一次シーンフィールドは、前記シーンの一次識別子と、ある場所を表す環境メディアファ
イルへのアクセスのための手段とを含み、
　・一次ナビゲーションフィールドによって特性決定される少なくとも１つのナビゲーシ
ョンノードと、ここで該一次ナビゲーションフィールドは、出発シーンの一意識別子と、
到着シーンの一意識別子と、前記出発シーンの場所での前記ナビゲーションノードの球座
標系（Ｏ，ｘ，ｙ，ｚ）による位置と、遷移規則とを含み、
　・一次メディアフィールドによって特性決定される少なくとも１つのメディアノードと
、ここで該一次メディアフィールドは、前記メディアノードが依存する前記シーンの一意
識別子と、前記メディアノードを含む前記シーンの場所での前記メディアノードの球座標
系（Ｏ，ｘ，ｙ，ｚ）による位置と、コンテンツメディアファイルへのアクセスパスと、
制御規則とを含み、
－メディアファイルを含む装置と
を含み、前記一次フィールドは、これらの一次フィールドの値を定義するデータ要素に関
連付けられており、前記仮想現実体験シーケンスを構成するためのモジュールは記録装置
を備え、該記録装置は、該記録装置が前記設定ファイル又は複数の設定ファイルのセット
に前記データ要素を記録することができるようにする規則を備え、
　前記データ要素は、構成又は修正された前記仮想現実体験シーケンスを少なくとも部分
的に定義する。
【００１５】
　前記構成又は修正システムの他の任意の特徴によると、
－それは表示モジュールを備える。このモジュールにより、作者は、構成又は修正の終了
を待つ必要なしに、修正中に、準備中の仮想現実体験シーケンスを迅速に閲覧することが
できる。
－前記少なくとも１つのナビゲーションノードは更に、少なくとも１つの二次ナビゲーシ
ョンフィールドによって特性決定され、該少なくとも１つの二次ナビゲーションフィール
ドは、
　・前記ナビゲーションノードの一意識別子と、
　・前記ナビゲーションノードに関する情報を与えるテキストと、
　・到着ビューに関するデータにアクセスするための手段と
から選択されることができる。
　これらの二次フィールドにより、特に前記ナビゲーションノードをより良好に特性決定
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することができ、また体験をより迅速に生成することができる。
－１つ以上の前記メディアノードは、少なくとも１つの二次メディアフィールドによって
更に特性決定され、該二次メディアフィールドは、
　・前記メディアノードの一意識別子と、
　・距離値と、
　・メディアの実行前に経過する時間を制御するための値と
から選択されることができる。
　これらの二次フィールドにより、作者に対してパラメータ化の可能性を付与して、より
没入感のある体験を生成するために、特に前記メディアノードをより良好に特性決定する
ことができる。
－前記少なくとも１つのメディアノードの制御のための前記規則の前記データ要素は、ス
ライドショー又はコンテンツグリッドから選択される。
－少なくとも１つの前記ナビゲーションノードの遷移のための前記規則の前記データ要素
は、セクション遷移、フェード遷移、フラップ遷移、カーテン遷移、アニメーション遷移
、又はビデオの再生を含む遷移から選択される。
－前記設定ファイル又は複数の設定ファイルのサイズは、２００キロバイト未満である。
本発明の利点のひとつは、一方で修正が容易であり、かつ他方で軽量であってリソースを
少ししか必要としないファイルシステムに基づく。
－前記システムは、複数の設定ファイルのセットを含み、そのうちの少なくとも１つのフ
ァイルは、前記仮想現実体験シーケンスのカスタマイズに必要な前記複数の設定ファイル
のセットのリストを含むオーガナイザー設定ファイルである。これにより、大きな仮想現
実体験シーケンスの修正が容易になり、多くの作者がそのシーケンスを同時に修正するこ
とができるようになる。
【００１６】
　別の態様によると、本発明は、上述のシステムによって実行される仮想現実体験シーケ
ンスを構成又は修正する方法に関し、その仮想現実体験シーケンスは、一体に接続された
複数の場所であって、２つの前記場所間の接続はナビゲーションノードによって操作され
る場所と、前記場所に接続されたメディアコンテンツであって、ある場所とあるメディア
コンテンツとの間の接続はメディアノードによって操作されるメディアコンテンツとを含
み、前記方法は、
－仮想現実体験シーケンスを構成するためのモジュール内で、作者と相互作用することが
できる制御装置と記録装置との間の接続を生成するステップと、
－前記記録装置によって、ファイル又は複数の設定ファイルのセットをロードするステッ
プと、ここで前記ファイル又は複数の設定ファイルのセットは、
　・一次シーンフィールドによって特性決定される少なくとも１つのシーンと、ここで該
一次シーンフィールドは、前記シーンの一次識別子と、ある場所を表す環境メディアファ
イルへのアクセスのための手段とを含み、
　・一次ナビゲーションフィールドによって特性決定される少なくとも１つのナビゲーシ
ョンノードと、ここで該一次ナビゲーションフィールドは、出発シーンの一意識別子と、
到着シーンの一意識別子と、前記出発シーンの場所での前記ナビゲーションノードの球座
標系（Ｏ，ｘ，ｙ，ｚ）による位置と、遷移規則とを含み、
　・一次メディアフィールドによって特性決定される少なくとも１つのメディアノードと
、ここで該一次メディアフィールドは、前記メディアノードが依存する前記シーンの一意
識別子と、前記メディアノードを含む前記シーンの場所での前記メディアノードの球座標
系（Ｏ，ｘ，ｙ，ｚ）による位置と、コンテンツメディアファイルへのアクセスパスと、
制御規則とを含み、前記一次フィールドは、これらの一次フィールドの値を定義するデー
タ要素に関連付けられることができ、
－表示モジュールによって、前記仮想現実体験シーケンスを構成するための前記モジュー
ルから情報を受信して表示するように構成された生成インタフェースを表示するステップ
と、
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－前記仮想現実体験シーケンスを記録するための装置によって、一次シーン、ナビゲーシ
ョン及び／又はメディアマーカーに関連付けられた少なくとも１つのデータ要素を生成す
るステップと、ここで一次マーカーに関連付けられた前記データ要素は、前記仮想現実体
験シーケンスの少なくとも部分的な定義を可能とし、
－前記記録装置によって、前記データ要素を前記ファイル又は複数の設定ファイルのセッ
トに記録するステップと
を含む。
【００１７】
　別の態様によると、本発明は、上述の方法によって得ることができる仮想現実体験を読
み取るためのシステムに関し、該システムは、仮想現実体験シーケンスを表示するための
機器を備え、前記仮想現実体験シーケンスは、一体に接続された複数の場所であって、２
つの前記場所間の接続はナビゲーションノードによって操作される場所と、前記場所に接
続されたメディアコンテンツであって、ある場所とあるメディアコンテンツとの間の接続
はメディアノードによって操作されるメディアコンテンツとを含み、前記機器は、
－仮想現実体験を読み取るためのモジュールと、
－表示モジュールと、
－設定ファイル又は複数の設定ファイルのセットと、
－複数のメディアファイルのセットを含む装置と
を含み、前記設定ファイル又は複数の設定ファイルのセットは、
　・一次シーンフィールドによって特性決定される少なくとも１つのシーンと、
　・一次ナビゲーションフィールドによって特性決定される少なくとも１つのナビゲーシ
ョンノードと、
・一次メディアフィールドによって特性決定される少なくとも１つのメディアノードと、
を含み、前記一次シーンフィールドは、前記シーンの一次識別子と、ある場所を表す環境
メディアファイルへのアクセスのための手段とを含み、前記一次ナビゲーションフィール
ドは、出発シーンの一意識別子と、到着シーンの一意識別子と、前記出発シーンの場所で
の前記ナビゲーションノードの球座標系（Ｏ，ｘ，ｙ，ｚ）による位置と、遷移規則とを
含み、前記一次メディアフィールドは、前記メディアノードが依存する前記シーンの一意
識別子と、前記メディアノードを含む前記シーンの場所での前記メディアノードの球座標
系（Ｏ，ｘ，ｙ，ｚ）による位置と、コンテンツメディアファイルへのアクセスパスと、
制御規則とを含み、前記一次フィールドは、これらの一次フィールドの値を定義するデー
タ要素に関連付けられており、前記仮想現実体験シーケンスを読み取るための前記モジュ
ールは、データ要素にアクセスするための手段と、前記データ要素を取得して処理するた
めの装置と、前記仮想現実体験シーケンスを表示するための前記モジュールへの伝送のた
めのモジュールとを含む。
【００１８】
　仮想現実体験を読み取るための前記システムの他の任意の特徴によると、
－前記読み取りシステムは、前記仮想現実体験シーケンスのマルチユーザ読み取りを認可
することができる、前記仮想現実体験シーケンスを読み取るための前記システムのユーザ
識別モジュールを備える。これにより、複数のユーザが同一の仮想現実体験シーケンスを
同時に訪問することができる。この場合、前記システムは、ガイドとして行動するユーザ
が、複数のユーザのそれぞれが閲覧するシーンを決定するための権限を有するように構成
されることができ、また前記仮想現実体験シーケンスの読み取りが全てのユーザ間で協調
して行われるようにして、あるユーザに前記シーンを変更させるように構成されることが
できる。
－前記システムは、前記読み取りシステムの前記ユーザに利用可能なアクションが、前記
ユーザが訪問している場所での浮動視覚要素によって表されるように構成され、前記視覚
要素は、前記ファイル又は複数の設定ファイルのセットに含まれる情報に基づいて、前記
場所に配置される。前記視覚要素は、通常は３Ｄ環境に固定されるため、「浮動要素」と
呼ばれる。
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－前記システムは、前記ユーザの視線がノードに近づくとカーソルが現れ、前記ユーザが
問題としている地点を正確に注視するのを助けるように構成される。ユーザの視線が近づ
いた場合にのみユーザにノードの存在が通知されることにより、より没入感のある体験を
提案することができる。
－前記システムは、前記ユーザの視線がノードに近づくと時間インジケータが現れ、アク
ションの開始が迫っていることを前記ユーザに示すように構成される。時間インジケータ
の存在により、ユーザは、ユーザの視線の位置を変更することにより、例えばユーザの視
線をそのノードからある距離に（例えば視野の長さの１０％超を表す距離に）配置するこ
とにより、ノードへのアクセスをキャンセルすることができる。
－前記システムは、前記ユーザの視線の位置を表すポインタが、最も近いオブジェクトか
ら視野の長さの１０％未満の距離にある場合にのみ可視化されるように構成される。
－前記システムは、モバイル機器での表示のためのモジュールを含み、この表示モジュー
ルは、少なくとも１つの推奨ルートを表示することができる。
【００１９】
　本発明の他の利点及び特徴は、説明のための限定でない例として与えられる以下の説明
を、下記を表す添付の図面を参照して読むことで明らかになるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本発明による仮想現実体験シーケンスの依存性グラフを示す。
【図２】本発明による仮想現実体験シーケンスを構成又は修正するためのシステムの実装
図を示す。
【図３】クラウド設定、パラメータ化及び流通ポータルによって操作される、顧客関係管
理型の情報システム又は企業資源計画などの、より大型のシステムに組み込まれた、本発
明による仮想現実体験シーケンスを構成又は修正するためのシステムの図である。
【図４】本発明による構成方法の変形例を構成するステップの順序を示す。
【図５】本発明による仮想現実体験シーケンスを読み取るためのシステムの実装図を示す
。
【図６】（Ａ）ユーザが自身の視線（「Ｘ」で表される）、従って視野の中心を、ノード
付近に向けていない場合、（Ｂ）ユーザが自身の視線をノード付近に向けている場合、及
び（Ｃ）ユーザが長時間注視することによってノードが有効にされた場合、のユーザの視
野を示す。
【図７】図７は、星（座標：８０°，５０°，０°）で表されるナビゲーションノードに
関連付けられたドアと、円（座標：４０°，３０°，０°）で表されるメディアノードに
関連付けられたコンピュータスクリーンとを含む場所の概略図、及び球座標系を示す。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　本発明の意味における表現「仮想現実体験シーケンス」は、ユーザの物理的存在を現実
モード又は仮想モードで擬似体験することができるコンピュータ設計環境に相当する。こ
の環境は、ユーザが相互作用することができる複数の場所のセットの形態である。
【００２２】
　「作者」は、本発明による機器又は方法を用いて仮想現実体験シーケンスを生成又は修
正する人物を意味し、「ユーザ」は、本発明による機器又は方法を用いて、仮想現実体験
シーケンスを体験／使用する人物を意味する。
【００２３】
　「メディアファイルへのアクセス３１３」は、ローカル記憶媒体のメディアファイルへ
のアクセスに必要な情報、又はウェブプロトコル若しくはデータベースへのアクセスを介
したリモート記憶からのメディアファイルのダウンロード若しくはストリーミングによる
メディアファイルへのアクセスに必要な情報を意味する。これは通常、アクセスプロトコ
ルが先行する場合があるメディアファイルへのアクセスパス（例えばｈｔｔｐ：／／、ｆ
ｉｌｅ：／／）である。
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【００２４】
　「設定ファイル」は、本発明の意味において、仮想現実体験シーケンスの設計に必要な
情報を含むファイルを意味する。そのファイルは、仮想現実体験シーケンスを設計するた
めに、読み取りモジュール及び構成モジュールにアクセス可能である。
【００２５】
　以下の記載では、「モバイル機器」は、容易に移動されることができ、仮想現実体験シ
ーケンスを閲覧するために使用することができる機器を意味する。通常はそのモバイル機
器の重量は２キログラム未満、好ましくは１キログラム未満、更に好ましくは５００グラ
ム未満である。例えばモバイル機器は、ラップトップコンピュータ、携帯電話、タブレッ
ト、又は独立若しくは有線の仮想現実ヘッドセットから選択されることができる。
【００２６】
　以下の記載では、「依存性グラフ」は、場所間の及び場所とコンテンツとの間の相互作
用を視認するための、仮想現実体験シーケンスの概略的な表示を意味する。
【００２７】
　以下の記載では、「ナビゲーションノード」は、あるポイントから別のポイントへの通
過のポイントを示す要素を意味し、「メディアノード」は、この場所において定義された
メディアの存在を示す要素を意味する。これらのノードは、本発明による構成モジュール
によって操作することができるデータ及び／又は命令の形態を取ることができる。
【００２８】
　以下の記載では、同一の参照記号は同一の要素を指すために使用される。
【００２９】
　本発明によるシステムにより、作者が符号化の知識を有する必要なしに、仮想現実体験
シーケンス、及び有利にはカスタマイズされた仮想現実体験シーケンスの構成又は修正が
可能となる。
【００３０】
　図１は、本発明による仮想現実体験シーケンス１０を示す。このシーケンスは、一体に
接続された場所２０と、場所２０に接続されたメディアコンテンツ３０とを含み、２つの
場所２０の間の接続はナビゲーションノード３２０によって操作され、ある場所２０とあ
るメディアコンテンツ３０との間の接続はメディアノード３３０によって操作される。
【００３１】
　場所２０は、場所の３６０°若しくは３６０°ステレオ２Ｄ、３Ｄパノラマ画像、又は
３Ｄモデリングによる、現実の場所又は仮想の場所の表現とすることができる。好ましく
は、場所２０は、場所の３６０°若しくは３６０°ステレオ２Ｄ、３Ｄパノラマ画像、又
は３Ｄモデリングによる、現実の場所の表現である。場所はナビゲーションノード３２０
によって一体に接続され、仮想現実体験シーケンス１０を体験するユーザは、ナビゲーシ
ョンノード３２０との相互作用によって、異なる場所２０の間を進む。場所２０は、他の
複数の場所２０に接続され得る。通常は、最初の場所２１を除いて、場所は、１つ前の場
所２０へ戻ることを可能とする少なくとも１つのナビゲーションノード３２０を含む。従
って好ましくは、本発明による仮想現実体験シーケンス１０では、各場所２０は少なくと
も１つのナビゲーションノード３２０を含む。更に、本発明による仮想現実体験シーケン
ス１０は、通常は少なくとも２つの場所２０、好ましくは少なくとも４つの場所２０、更
に好ましくは少なくとも６つの場所２０を含む。好ましくは、各場所２０は３６０°ステ
レオ画像又は３Ｄモデル化シーンによって表される。
【００３２】
　場所２０はまた、メディアノード３３０もまた含んでもよい。これらのメディアノード
３３０は、ユーザによって起動されると、少なくとも１つのメディアコンテンツ３０への
アクセスを提供する。メディアコンテンツ３０は、写真、スライドショー、ビデオ、声又
は環境音などの音声要素にすることができる。好ましくは、メディアコンテンツ３０は、
写真又はビデオである。
【００３３】
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　好ましくは、仮想現実体験シーケンス１０は現実の場所を表し、訪問と比較されること
ができる。
【００３４】
　図２は、本発明による仮想現実体験シーケンス１０を構成又は修正するためのシステム
１の例を示す。このシステムにより、仮想領域（シーン、パノラマなど）からコンテンツ
へ、仮想領域から仮想領域へ、及びコンテンツからコンテンツへのナビゲーションが可能
となり、各コンテンツはコンテナになることができ、逆も成り立つ。実際には、メディア
ノード３３０が複数のメディアを含む場合、ユーザはそのメディアを例えば順番に（例え
ば「前の」及び「次の」機能を含むスライドショーによって）、又は選択可能なサムネイ
ル画像のグリッドによって閲覧することができる。具体的には、場所２０は、ナビゲーシ
ョンノード３２０によってスライドショーの形態でナビゲートすることもできる。
【００３５】
　本発明による構成又は修正システム１は、
－仮想現実体験シーケンス２０を構成するためのモジュール１００と、
－少なくとも１つのシーン３１０、少なくとも１つのナビゲーションノード３２０、及び
少なくとも１つのメディアノード３３０を含む、設定ファイル又は複数の設定ファイルの
セット３００と、
－表示モジュール２００と、
－メディアファイル３６０を含む装置３５０と
を備える。
【００３６】
　仮想現実体験シーケンス２０を構成するためのモジュール１００は、記録装置１１０を
含み、記録装置１１０は、モジュール１００が、ファイル又は複数の設定ファイルのセッ
ト３００に、一次及び／又は二次フィールドの値を定義するデータ要素４００を記録して
、このデータ要素４００へのアクセスを得ることができるようにする規則を備える。
【００３７】
　図２に示されるように、構成モジュール１００は、ファイル又は複数の設定ファイルの
セット３００、メディア装置３５０及び表示モジュール２００と相互作用することができ
る。構成モジュール１００は特に、これらの異なる複数のモジュールからデータを受信す
ることができかつそれらのモジュールにデータを伝送することができる。
【００３８】
　更にこの構成モジュール１００は制御装置１２０も備えることができ、これは作者から
の命令を受信することができ、そして記録装置１１０から物理的に分離されることができ
る。
【００３９】
　一実施形態では、記録装置１１０は、Ｕｎｉｔｙプログラミング言語で符号化されるこ
とができるアプリケーション１１１を備え、これは特に、記録装置１１０が、ファイル又
は複数の設定ファイルのセット３００に、一次及び／又は二次フィールド値を定義するデ
ータ要素４００を記録することができるようにする規則を定義する。
【００４０】
　更に構成モジュール１００は、コンテナ、コンテンツ、及びこれらの要素間での相互作
用を、１人以上の作者による一連のクリックによって選択及び定義するための、ウェブポ
ータル又はモバイルアプリケーションを含んでもよい。使用される技術は、好ましくは、
ＰＨＰ、ＪａｖａＳｃｒｉｐｔ（登録商標）、ＨＴＭＬ及びＣＳＳから選択される。
【００４１】
　本発明による設定ファイル又は複数の設定ファイルのセット３００は、少なくとも１つ
のシーン３１０と、少なくとも１つナビゲーションノード３２０と、少なくとも１つメデ
ィアノード３３０とを含む。このファイル又は複数の設定ファイルのセット３００は、本
発明の特に有利な態様に対応する。実際のところ、本発明によるシステム１が作者に、プ
ログラミングの知識を必要としない仮想現実体験シーケンス１０の迅速な生成又は修正を
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提供することができるのは、少なくとも部分的には、このファイル又は複数のファイルの
セット３００の存在によるものである。
【００４２】
　更にこのタイプのファイルは、３つの主要部分、シーン、ナビゲーションノード、メデ
ィアノードに分割されるアーキテクチャを有する。これにより構成モジュール１００は、
所望の情報に迅速にアクセスすることができる。
【００４３】
　同様に、ファイル又は独立した複数の設定ファイルのセット３００の形態でのこの情報
の記録により、仮想現実体験シーケンスを構成又は修正するために修正する必要がない記
録アプリケーション１１１を特に含む安定した構成モジュール１００を維持することがで
きる。これは、開発コストの抑制、及びプログラミング知識を用いない新たなシーケンス
の生成に関して利点を有する。
【００４４】
　上述のように及び図２に示されるように、そのファイル又は複数のファイルのセット３
００は、一次シーンフィールド３１１によって特性決定される少なくとも１つのシーン３
１０を含む。
【００４５】
　一次シーンフィールド３１１は、上記シーンの一意識別子３１２を含む。この一意識別
子３１２は単一のシーンのみに割り当てられ、例えば文字及び数字のシーケンス、又は数
字及び文字の組み合わせにすることができる。従ってこれは、シーンの確実な識別を可能
にする。
【００４６】
　一次シーンフィールド３１１は、場所２０を表す環境メディアファイル３６１へのアク
セス３１３もまた含む。読み取りモジュール６００を介したビューの表示のための表示モ
ジュール２００の基礎として機能するのは、この環境メディアファイル３６１である。環
境メディアファイル３６１は、例えばｊｐｅｇにすることができる。
【００４７】
　これらの一次シーンフィールド３１１は、これらの一次シーンフィールド３１１の値を
定義するデータ要素４００に関連付けられる。構成モジュール１００は、記録装置を介し
て、１つ以上の設定ファイル３００を生成又は修正することができ、これらのフィールド
に関連付けられたデータ要素４００を修正することができる。
【００４８】
　シーン３１０は、上記シーンの特徴を詳述することができる、二次フィールドと呼ばれ
る他のフィールドによって特性決定されることができる。例えば二次フィールドは、上記
特徴を記述するメタデータを構成する要素から選択されることができる。
【００４９】
　図２に示されるように、そのファイル又は複数のファイルのセット３００は、一次ナビ
ゲーションフィールド３２１によって特性決定される少なくとも１つナビゲーションノー
ド３２０を含む。
【００５０】
　一次ナビゲーションフィールド３２１は、出発シーンの一意識別子３２２と、到着シー
ンの一意識別子３２３と、出発シーンの場所でのナビゲーションノードの球座標系（Ｏ，
ｘ，ｙ，ｚ）による位置３２４と、遷移規則３２５とを含む。
【００５１】
　出発シーンの一意識別子３２２により、仮想現実体験シーケンス１０内の場所２０にお
けるナビゲーションノード３２０の表示の位置を定義することができる。続いてこの位置
は、一次フィールド「出発シーンの場所でのナビゲーションノードの球座標系（Ｏ，ｘ，
ｙ，ｚ）による位置３２４」によって詳述され、これにより、出発場所におけるナビゲー
ションノードの表示を正確に位置決めすることができる。球座標系は図６に示されるよう
に位置決めされることができ、ここでは場所が３次元モデリングではなくパノラマ写真で
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あるため、球座標系は値ｚ＝０を有する。出発シーンの場所でのナビゲーションノードの
位置は球座標内で表現され、これにより、出発場所におけるナビゲーションノードの表示
を、ユーザの視点周辺に正確に配置することができる。到着シーンの一意識別子３２３に
より、構成モジュール１００又は読み取りモジュール６００は、ナビゲーションノード３
２０が作動した場合に実施される動作、即ち出発場所２１を置換することになる到着場所
２２を決定することができる。
【００５２】
　出発場所２１と到着場所２２との間の遷移は、遷移規則３２５によって管理される。こ
の一次ナビゲーションフィールド「遷移規則３２５」により、ユーザが体験することにな
る遷移映像３２５を定義することができる。データ要素４００によって定義されるこの遷
移規則の値は、セクション遷移、フェード遷移、フラップ遷移、カーテン遷移、アニメー
ション遷移、又はビデオの再生を含む遷移から選択されることができる。好ましくは、少
なくとも１つの遷移規則は、「遷移メディアファイル」タイプのデータ要素を含む。実際
には、遷移メディアファイル３６３の使用時に、出発シーンから到着シーンへの移行はビ
デオシーケンス及び／又は音声シーケンスを含んでもよく、従ってメディア遷移４０とし
ての挙動を示すことができる。よって有利には、２つの場所２０の接続は、図１に示され
るように、遷移メディアコンテンツ３６３に関連付けられた遷移規則４０を含んでもよい
。
【００５３】
　本発明による１つ以上のナビゲーションノード３２０は、少なくとも１つの二次ナビゲ
ーションフィールド３２６もまた含んでもよい。これらの二次フィールドは、ナビゲーシ
ョンノード３２０の特徴を詳述することができる。例えば二次フィールドは、以下から選
択されることができる。
－一意シーン識別子などの、ナビゲーションノードの一意識別子３２７。この一意識別子
は、構成モジュール１００が、仮想現実体験シーケンス１０の１つ以上の設定ファイル３
００内でナビゲーションノード３２０を迅速に識別することを可能にする
－ナビゲーションノード３２０に関する又は到着ビューに関する情報を与えることができ
、ナビゲーションノードに関連して表示されることができる、テキスト３２８
－到着ビューに関するデータにアクセスするための手段３２９
【００５４】
　メディアノード３３０は、一次メディアフィールド３３１によって特性決定される。一
次メディアフィールド３３１は、メディアノードが依存する前記シーンの一意識別子３３
２と、メディアノードを含むシーンの場所でのメディアノードの球座標系（Ｏ，ｘ，ｙ，
ｚ）による位置３３３と、コンテンツメディアファイル３６２へのアクセスパス３３４と
、制御規則３３５とを含む。
【００５５】
　通常は、メディアノード３３０は、画像、音声トラック又はビデオへのアクセスを提供
することができる。それにもかかわらず、メディアノード３３０はまた、一次制御規則フ
ィールド３３５のおかげで、スライドショー又はコンテンツグリッドなどの複数のメディ
アへのアクセスを単一の動作で提供することができる。従って、少なくとも１つのメディ
アノード３３０の制御のための規則３３５のデータ要素４００は、スライドショー又はコ
ンテンツグリッドから選択される。
【００５６】
　本発明による１つ以上のメディアノード３３０は、少なくとも１つの二次ナビゲーショ
ンフィールド３３６もまた含んでもよい。これらの二次フィールドは、ナビゲーションノ
ードの特徴を詳述することができる。例えば二次メディアフィールド３３６は、以下から
選択されることができる。
－メディアノードの一意識別子３３７
－コンテンツメディアの表示を修正することによって奥行きの印象を生成するための距離
値３３８
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－メディアの実行前に経過する時間を制御するための値３３９
【００５７】
　容易に修正可能であることに加えて、本発明によるシステムは好ましくは軽量であり、
これにより、迅速な移動、及び多様な機器、好ましくはモバイル機器での使用が可能とな
る。そのファイル又は複数のファイルのセット３００、構成モジュール１００及びメディ
ア装置３５０を含む、本発明者らによって提案されるシステム１のアーキテクチャにより
、１つ以上の設定ファイル３００に割り当てられるサイズを低減することができる。
【００５８】
　よって有利には、そのファイル又は複数のファイルのセット３００は、２００又は１０
０キロバイト未満、好ましくは５０ＫＢ未満、更に好ましくは３０ＫＢ未満のサイズを有
することができる。本発明が複数の設定ファイルのセットを含み、固有の設定ファイルを
含まない場合、そのサイズは、セット３００を形成する複数の設定ファイルのサイズの合
計に相当する。
【００５９】
　好ましくは、システム１は複数の設定ファイルのセットを含み、固有の設定ファイルを
含まない。実際には、複数の設定ファイルの存在により、本発明による仮想現実体験シー
ケンスのモジュラリティは更に高まる。更にこれにより、シーケンスの複数の異なる側面
（シーン、メディアノードなど）に対して並行して作業を行うこと、又は異なる設定ファ
イルに特徴が記録された複数の場所の複数のサブセットに対して並列して作業を行うこと
が可能となる。
【００６０】
　有利には、その複数のファイルのセットは、「オーガナイザー」設定ファイル３７０と
呼ばれる少なくとも１つの設定ファイルを含んでもよく、これは仮想現実体験のカスタマ
イズに必要な複数の設定ファイルのセットのリストを含む。上記システムはこのファイル
から、仮想現実体験シーケンス１０に必要な１つ以上のファイルにアクセスするための情
報をロードすることができる。よって、本発明による仮想現実体験シーケンス１０を構成
又は修正するためのシステム１の固有の構造により、既存のシーケンスを補足する体験を
容易に追加することができ、そのために、追加されるサブシーケンス専用の１つ以上の設
定ファイルを生成し、オーガナイザー設定ファイル３７０と呼ばれる設定ファイルを修正
すれば十分である。このようにして、本発明により、訪問を改善し、メディアのナビゲー
ション及び参照に関して提案された相互作用規則を再定義することができる。
【００６１】
　複数の設定ファイルのセット３００は、以下のように切り分けられることができる。
－オーガナイザー設定ファイル３７０と呼ばれる設定ファイル
－シーンと、ナビゲーションノードと、メディアノード３３０に関して、メディアノード
の一意識別子３３７のフィールド、メディアノードが依存する前記シーンの一意識別子３
３２のフィールド、及びメディアノードを含むシーンの場所でのメディアノードの球座標
系（Ｏ，ｘ，ｙ，ｚ）による位置３３３のフィールドとを含む、シーン設定ファイルと呼
ばれる設定ファイル
－コンテンツメディアファイル３６２へのアクセスパス３３４に関するフィールド、制御
規則３３５に関するフィールド、メディアノードの一意識別子３３７に関するフィールド
、距離値３３８に関するフィールド、及びメディアの実行を定義する値３３９に関するフ
ィールドを含む、メディア設定ファイルと呼ばれる設定ファイル
【００６２】
　場所２０に関する全ての情報、特にメディア情報を定義する設定ファイルに連結された
これらの場所２０に存在するノードの位置に関する全ての情報を含むシーン設定ファイル
と呼ばれる設定ファイルが、複数の設定ファイル３００のセットに存在することにより、
変わらずにある場所の構造内のメディアの修正のためのより容易な解決策を提案すること
ができる。
【００６３】
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　ファイル又は複数の設定ファイルのセット３００は、多数のプログラミング言語に符号
化されることができる。好ましくは、ファイル又は複数の設定ファイルのセット３００は
、拡張マークアップ言語で符号化される。
【００６４】
　システム１は、メディアファイル３６０を含む装置３５０もまた含む。メディアファイ
ル３６０は、例えば画像、ビデオ、音声トラック又はスライドショーにすることができる
。
【００６５】
　好ましくは、メディアファイル３６０は同一のフォルダに収集され、このフォルダは複
数のサブフォルダを含んでもよい。好ましくは、ファイル又は複数の設定ファイルのセッ
ト３００及び装置３５０は同一の機器に位置し、その機器は、例えばモバイル機器、サー
バ又はコンピュータにすることができる。
【００６６】
　上述の一次フィールド３１１、３２１、３３１は、これらの一次フィールド３１１、３
２１、３３１の値を定義するデータ要素４００に関連付けることができる。これらのデー
タ要素４００は、通常は文字及び／又は数字のシーケンスであり、記号を含んでもよく、
構成モジュール１００によって処理される。
【００６７】
　仮想現実体験シーケンス１０の構成モジュール１００は、記録装置１１０を備え、この
記録装置１１０は、記録装置１１０が設定ファイル又は複数の設定ファイルのセット３０
０にデータ要素４００を記録することができるようにし、またデータ要素４００へアクセ
スできるようにする、規則を備える。
【００６８】
　よって、仮想現実体験シーケンス１０の構成又は修正中に、構成モジュール１００は、
記録装置１１０を介して１つ以上の設定ファイル３００に接続され、そして一次及び／又
は二次フィールドに関連付けられたデータ要素４００を修正する。構成モジュール１００
はまた、設定ファイル又は複数の設定ファイルのセット３００にデータ要素４００を記録
するように構成される。これらのデータ要素４００は、仮想現実体験シーケンス１０を少
なくとも部分的に定義する。仮想現実体験シーケンス１０は主に、データ要素４００及び
メディアファイルによって定義される。設定ファイル又は複数の設定ファイルのセット３
００に記録され、一次フィールドに関連付けられた、これらのデータ要素４００により、
構成モジュール及び読み取りモジュールは、仮想現実体験シーケンスの表示に必要な情報
、特にこの仮想現実体験シーケンスを構成するメディアファイルを表示モジュールに伝送
することができる。
【００６９】
　図３は、本発明による構成システムの簡略化された概略図を示し、そのシステムは３つ
の主要な部分、例えば企業の構内などのある敷地で提供されることができる、構成システ
ム１の大半を含む機器５と、システム１と作者との間の相互作用専用の機器６と、作者が
生成した新たな仮想現実体験シーケンス１０の読み取り専用の機器７とに細分化される。
【００７０】
　具体的には、構成モジュール１００は、ファイル又は複数の設定ファイルのセット３０
０と同一の機器に位置する記録装置１１０と、作者からの命令を受信して、ネットワーク
を介してその命令を記録装置１１０に伝送することができる制御装置１２０とを備えるこ
とができる。この構成により、本発明は、ＳＡＡＳサービスの形態での仮想現実訪問体験
のパラメータ化のための解決策を提供することができる。
【００７１】
　例えば構成モジュール１００は、モバイル機器（例えばラップトップコンピュータ、携
帯電話、タブレット、仮想現実ヘッドセット）、コンピュータ又はサーバにインストール
されたアプリケーションを含んでもよい。そのアプリケーションは、ＡＰＫタイプのファ
イルで電話に、又は実行可能タイプのファイルによってＰＣコンピュータに、インストー
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ルされることができる。制御装置１２０はまた、作者の命令に従って、機器６と一体のメ
ディア装置３５２からメディアファイルを機器５に伝送してもよい。これらのメディアフ
ァイルは、例えば画像、ビデオ、音声トラック又はスライドショーにすることができる。
【００７２】
　本発明による構成又は修正システム１はまた、仮想現実体験を構成するためにモジュー
ル１００からの情報を受信及び表示することができる、機器６と一体の表示モジュール２
０２を備えることができる。表示モジュール２０２により、生成インタフェース及び／又
は仮想現実体験シーケンスを表示することができる。表示モジュール２０２は、ＶＲヘッ
ドセット、タブレット又はデスクトップスクリーンと、生成インタフェース及び／又は仮
想現実体験シーケンスを作者に提示するように構成された実行可能アプリケーションとを
含んでもよい。その生成インタフェースと制御装置１２０との組み合わせにより、作者は
一次及び二次フィールドのためのデータ要素を選択することができる。
【００７３】
　具体的には、構成モジュール１００は、ファイル又は複数の設定ファイルのセット３０
０又はメディア装置３５０と同一の機器に関連付けられていなくてもよい。例えば構成モ
ジュール１００はモバイル機器に関連付けられていてもよく、その一方で設定ファイル３
００はリモートサーバに記憶される。
【００７４】
　機器７は、例えば修正又は生成中の仮想現実体験シーケンス２０の実装のためのサーバ
部分、モバイル機器又は仮想現実ヘッドセットなどの遠隔場所である。これは、シーケン
ス２０専用の設定ファイル又は複数の設定ファイルのセット３０３と、機器７固有の表示
モジュール２０３と、メディアファイルを含む記憶装置３５３とを含んでもよい。
【００７５】
　別の態様によると、本発明は、仮想現実体験シーケンス１０を構成又は修正するための
方法２に関する。この構成方法により、専門家でない人が、プログラミングの知識を用い
ずに相互作用することができるインタフェースにおいて、訪問の全ての要素（場所、ナビ
ゲーションリンク、検索可能なメディア、及び各場所での上記メディアの位置）を定義す
ることができる。即ちユーザは、例えばｗｙｓｉｗｙｇ（「ｗｈａｔ　ｙｏｕ　ｓｅｅ　
ｉｓ　ｗｈａｔ　ｙｏｕ　ｇｅｔ」）アプローチのインターネットポータル又は専用のモ
バイルアプリケーションを介して、仮想現実体験シーケンスの形態を選択するだけでよい
。本発明による構成システムは、このシーケンスの構成を実現することができるファイル
の構築をサポートする。この方法のおかげで、初期状態のシーケンスに、あらゆるタイプ
のコンテンツをプログラミングの知識を用いずに付加することもできる。
【００７６】
　図４は、本発明による仮想現実体験シーケンス１０を構成又は修正するための方法２の
複数のステップを提示する。
【００７７】
　本発明による仮想現実体験シーケンスを構成又は修正するための方法２は、上述のシス
テム又は他のいずれかの好適なシステムによって実行されることができる。好適なシステ
ムは、例えば、作者と相互作用することができる制御装置１２０を含む仮想現実体験シー
ケンスを構成するためのモジュール１００と、ファイル又は複数の設定ファイルのセット
３００と、メディアファイル装置３５０とを含む。好ましくは、本発明による仮想現実体
験シーケンス１０を構成又は修正するための方法２は、上述のシステム１によって実行さ
れる。
【００７８】
　上記方法は、
－作者と相互作用することができる制御装置１２０と、記録装置１１０との間の接続（図
３の５１１）を生成するステップ５１０と、
－記録装置１１０によって、ファイル又は複数の設定ファイルのセット３００にアクセス
するステップ５２０と、
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－表示モジュール２０２によって、仮想現実体験シーケンス１０を構成するためのモジュ
ール１００から情報を受信して表示するように構成された生成インタフェースを表示する
ステップ５３０と、
－制御装置１２０によって、一次シーンマーカー３１１、一次ナビゲーションマーカー３
２１及び／又は一次メディアマーカー３３１に関連付けられた少なくとも１つのデータ要
素４００を、記録装置１１０に伝送し、一次マーカー３１１、３２１、３３１に関連付け
られたデータ要素４００は、仮想現実体験シーケンスの少なくとも部分的な定義を可能に
する、ステップ５４０と、
－仮想現実体験シーケンス１０を記録するための装置１１０によって、ファイル又は複数
の設定ファイルのセット３００にデータ要素４００を記録するステップ５５０と
を含む。
【００７９】
　この方法の間に、例えば作者の要求時に、記録装置１１０と制御装置１２０との間で接
続が確立される。作者は制御装置１２０と相互作用して、記録装置１１０を介して１つ以
上の設定ファイル３００にアクセスすることができる。制御装置１２０及び記録装置１１
０は、上述の構成モジュール１００の一部である。
【００８０】
　作者がアクセス可能な表示モジュール２００又は２０２を介して、作者は少なくとも１
つのデータ要素４００を選択することができ、これはその後に制御装置１２０によって記
録装置１１０に伝送される。この選択は、表示モジュール２００、２０２に含まれるグラ
フィックアプリケーションによって実施されることができる。この表示モジュール２００
、２０２、制御装置１２０、記録装置１１０のセットにより、作者は、環境、コンテンツ
及び遷移メディアファイルといったシーケンスの複数のフィールドに関連付けられたデー
タ要素４００を選択することができる。よって作者は、仮想現実体験シーケンスの使用時
に、ビュー及びアクセス可能なコンテンツを修正することができる。しかしながらこれら
の選択は、プログラミングの知識を用いずに実行されることができる。これらの選択は、
例えば表示モジュール２００、２０２、又は含めるべきメディアファイルを選択するため
のウィンドウによって表示される、ドロップダウン選択リストによって実施されることが
できる。
【００８１】
　上述のように、作者はまた、他の一次及び二次フィールドの値に対応するデータ要素４
００も選択することができる。これらのデータ要素は、制御装置１２０によって記録装置
１１０に伝送される。ここで記載されているファイル又は複数の設定ファイルのセット３
００は、上述のファイル又は複数の設定ファイルのセット３００に対応する。
【００８２】
　例えば作者は、表示モジュールを介して、様々な遷移要素（例えば、２Ｄ、３Ｄシーン
、３６０°２Ｄ、３Ｄビデオ、音声、固定２Ｄコンテンツ、マルチメディアストリームな
ど）を選択することができ、その後これらはシーケンスに実装される。よって制御装置は
、選択された遷移メディアファイルにアクセスし、続いてこれらを記録装置１１０に伝送
し、記録装置１１０はこれらを他のメディアファイルと共に記録する。同様に、そのシー
ケンスに関連付けられたメディアファイルは、複数のソースに由来することができる。あ
る特定のステップでは、全てのメディアファイル３６０をメディア装置３５０に記録する
。好ましくは、これらの集められたメディアファイルを続いてユーザに転送することがで
きる。
【００８３】
　好ましくは、本発明による構成方法の間に、記録装置１１０はまずシーン及び／又はナ
ビゲーションノードを処理し、次にメディアノードを処理する。具体的には、構成モジュ
ール１００に実装されたアプリケーションを符号化するファイルは、仮想現実体験の構成
又は修正時に修正されない。
【００８４】
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　具体的には、制御装置１２０は、作者の機器６に格納されているメディアファイル３６
１にアクセスすることができる。これらのメディアファイルは、例えばサーバ５に記録さ
れるように、制御装置１２０によって記録装置１１０に転送されることができる。別のス
テップでは、仮想現実体験シーケンスが修正された場合に、記録装置１１０は、その仮想
現実体験シーケンス中に使用された全てのメディアファイルを回収して、これらをモバイ
ル機器７又は複数のモバイル機器に記録することができる。よって上記方法は、組織化さ
れたメディアファイル３６３及び／又は修正された設定ファイル３０３をモバイル機器７
に記録するステップ５６０を更に含んでもよい。
【００８５】
　具体的には、作者は、メディアノードに接続する動作の再現性をカスタマイズすること
ができる。
【００８６】
　具体的には、本方法は、ファイル又は複数の設定ファイルのセット３００及びモバイル
機器７で要求されたメディア３６０のセットの形態で仮想現実体験シーケンス１０を送信
するステップもまた含んでもよい。モバイル機器７は、好ましくはタブレット、タッチス
クリーン電話又は仮想現実ヘッドセットである。
【００８７】
　この場合、有利には、仮想現実体験シーケンス１０の構成方法２は、得られた仮想現実
体験シーケンスを検証するステップを含む。
【００８８】
　好ましくは、仮想現実体験シーケンス１０の検証ステップ５７０は、仮想現実体験シー
ケンス１０を表示するステップを含む。この任意の表示は、没入方式５７１、即ち表示モ
ジュールが、例えばユーザが仮想現実体験シーケンス内でナビゲートされているかのよう
に、シーケンスのコンテンツを表示する方式で、又は概略方式５７２、即ち表示モジュー
ルが、例えば図１に示されるようなシーケンスの構成を表す依存性グラフを表示する方式
で、実施されることができる。
【００８９】
　シーケンスの表示が没入方式で実施される場合、好ましくはナビゲーションノード及び
メディアノードの全てがビューの中に表示される。好ましくは、これら２つのタイプのノ
ードは、作者がこれらを迅速に区別することができるように異なる方法で表される。例え
ばナビゲーションノードは星型で表すことができ（図７参照）、その一方でメディアノー
ドは円で表すことができる（図７参照）。この表示の方式は、作者がナビゲーションノー
ド及び／若しくはメディアノードを迅速に生成若しくは削除することができる、又は位置
フィールドなどのそれらの一次及び／若しくは二次フィールドの値を修正することができ
るという利点を有する。
【００９０】
　更にこの例では、ノードの表示は、これらのノードの一次フィールド又は一次及び二次
フィールドの値の表示を伴ってもよい。
【００９１】
　シーケンスの表示が概略方式で行われる場合、この表示は、図１と同様の形態を取るこ
とができ、従って作者はその表示の様々な要素をクリックすることにより、作者が一次及
び／又は二次フィールドの値を修正することができるダイアログボックスを出現させる。
この表示の方式は、体験シーケンスの範囲を迅速に確認することができ、またナビゲーシ
ョンノードを変更することができるという利点を有する。
【００９２】
　有利には、この構成又は修正方法の間、ビューの球座標系（Ｏ，ｘ，ｙ，ｚ）によるマ
ウスの座標は、表示モジュールによって常に表示される。これにより、ノードをより容易
に位置決めすることができる。
【００９３】
　ノードの一意識別子も常に表示されることができる。更に、関連付けられたメディアが
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ないメディアノードは、少なくとも１つのメディアが関連付けられたメディアノードと同
一の方法で表示されない。これはまた、到着シーンに接続されるナビゲーションノードと
到着シーンに接続されないナビゲーションノードとを区別するために適用されることもで
きる。例えば、関連付けられたメディアファイルがないメディアノードは、その識別子と
共に緑色で表示されることができる。従って好ましくは、仮想現実体験シーケンス１０の
表示中に、構成モジュールは、関連付けられたデータ要素４００を一次フィールドが含ま
ないナビゲーションノード３２０又はメディアノードを識別することができる。
【００９４】
　別の態様によると、本発明は仮想現実体験シーケンス１０を読み取るためのシステム３
に関する。この読み取りシステム３は、上述のようなファイル又は複数の設定ファイルの
セット３００の使用に基づく。読み取りシステム３は、複数のユーザの組に迅速に転送可
能な、モバイル表示機器のためにあまり多くのリソースを必要としない、軽量な解決策を
提案する。
【００９５】
　図５は、本発明による仮想現実体験シーケンスを読み取るためのシステム３を提示する
。
【００９６】
　本発明による仮想現実体験シーケンス１０を読み取るためのシステム３は、上述の構成
若しくは修正方法によって得られるような仮想現実体験シーケンス、又は他のいずれかの
好適なシーケンスを用いて実装されることができる。その好適なシーケンスは、例えばフ
ァイル又は複数の設定ファイルのセット３００の存在、及び上述のようなメディアファイ
ル３６０を含む装置３５０の存在に基づく。好ましくは、本発明による仮想現実体験シー
ケンスを読み取るためのシステム３は、上述の構成又は修正方法によって得られるような
仮想現実体験シーケンスに基づいて実装される。
【００９７】
　読み取りシステム３は、
－仮想現実体験シーケンス１０を読み取るためのモジュール６００と、
－モバイル機器２０３での表示のためのモジュールと、
－設定ファイル又は複数の設定ファイルのセット３００と、
－メディアファイル３６０のセットを含む装置３５０と
を備える。
【００９８】
　設定ファイル又は複数の設定ファイルのセット３００、及びメディアファイル３６０の
セットを含む装置３５０については、既に上述されており、上述のこれらの特定の好まし
い特徴は、本発明による読み取りシステム３にも適用可能である。
【００９９】
　仮想現実体験シーケンス１０を読み取るためのモジュール６００は、データ要素４００
にアクセスするための手段６１０と、データ要素４００を取得及び処理するための装置６
２０と、表示モジュール２００への伝送のためのモジュール６３０とを含む。伝送モジュ
ール６３０は、１人以上のユーザが仮想現実体験シーケンス１０を見ることができるよう
にして、表示モジュール２００に仮想現実体験シーケンス１０を伝送するように構成され
る。
【０１００】
　具体的には、このシステムは、仮想現実体験シーケンス１０を読み取るためのシステム
３のユーザ識別モジュール１５０を備えることができる。これにより特に、仮想現実体験
シーケンスのマルチユーザ読み取りが可能となる。
【０１０１】
　具体的には、このシステムは、仮想現実体験シーケンスをモバイル機器で映すためのモ
ジュールを備える。
【０１０２】
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　具体的には、読み取りモジュール６００は、モバイル機器にインストールされるアプリ
ケーションを備える。
【０１０３】
　読み取りモジュール６００は、ｅｘｅ、ａｐｋ又はｉｐａフォーマットの、モバイル機
器にインストールされるアプリケーションを備えてもよい。
【０１０４】
　具体的には、その表示モジュールは、関連付けられたメディアファイルがない場合には
メディアノードを表示しないことができる。
【０１０５】
　ユーザ（例えば訪問者）の視点からは、利用可能なアクションは、ユーザが訪問してい
る場所での浮動視覚要素によって表される。これらの視覚要素は、ファイル又は複数の設
定ファイルのセット３００に基づいて、その場所に動的に配置される。その視覚要素は、
これらが表示するアクション又はコンテンツ、及びコンテクストヘルプテキストに応じて
、異なる視覚的表示を有してもよい。ユーザの視線がノードに近づくとカーソルが現れ、
ユーザが問題としている地点を正確に注視するのを助ける。ユーザの視線がその地点に近
づくとすぐに、時間インジケータがその地点の付近に現れ、アクションの開始が迫ってい
ることをユーザに示す。ユーザは、関心対象の適切な地点を所定の時間だけ注視すること
によって、ユーザのアクションを選択する。このアクションは、ユーザが目をそらさなか
ったためにその所定の時間が経過すると、自動的に開始される。地点関連情報が提供され
るために、カスタマイズ可能なテキスト及び／又は音声コンテンツがその地点と関連付け
られる。このテキストを見るためには、その地点を直接標的にする必要はない。これは再
生をトリガするが、その地点の周りのユーザに見えない領域が視線のビューファインダー
が表示される面を定め、関心のある地点の表示をトリガし、テキストを表示する。
【０１０６】
　好ましくは、表示モジュール２０３は、少なくとも１つの推奨ルートを表示することが
できる。ユーザのガイドが存在しない場合、これによりユーザは自身の視野に現れる指示
をたどることができるようになり、そのため仮想現実体験シーケンスを最適化された方法
でたどることができる。
【０１０７】
　更に、具体的には、表示モジュール２０３は、関連付けられたメディアファイルがない
場合にはメディアノードを表示しないことができる。
【０１０８】
　仮想現実体験シーケンスでのナビゲーションのためのこの方法は、表示スクリーンに表
示される、視野におけるユーザの視線の位置に対応するポインタの存在に基づく。ユーザ
は、表示を修正して表示スクリーンで視認可能なナビゲーション要素に近くように自身の
視線を向けることができ、その後にユーザはナビゲーション要素を起動することができる
。既存のナビゲーション方法及び機器並びに既存の問題の分析から始めて、本発明者らは
、仮想現実体験シーケンスにおける新規のナビゲーション機器、及び関連する新規の方法
を開発した。
【０１０９】
　仮想現実体験シーケンスにおいて、没入及び相互作用は、１人以上の個人が、その個人
に現実の錯覚を与えるインタフェースを通して仮想モードと相互作用することができるよ
うにするために最適化される、２つのパラダイムである。仮想現実体験シーケンスの没入
可能性を高めるために、本発明者らは、ユーザの視線の位置が表示スクリーンに体系的に
表示されることがないように、新規の機器及び関連する方法を開発した。同様に、ユーザ
が相互作用することができるオブジェクトも、表示スクリーンに体系的に表示されること
はない。
【０１１０】
　この新規の方法によると、ユーザの視線の位置を表すポインタは、ユーザが相互作用す
ることができるオブジェクトにユーザが近づいた場合にのみ視認可能となる。具体的には
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を表す距離にある場合にのみ、そのポインタは表示スクリーンに現れる。別の実施形態に
よると、ポインタが最も近いオブジェクトから、表示スクリーンの長さの１０％未満、好
ましくは５％未満を表す距離にある場合にのみ、そのポインタは表示スクリーンに現れる
。
【０１１１】
　図７は、本発明のこの態様の一実施形態を示す。灰色の背景は、視野７１０を示す。こ
の視野は、視認可能なナビゲーションノード７２１及び視認可能なメディアノード７３１
を含む。ポインタ７４０は、視認可能なナビゲーションノード７２１又は視認可能なメデ
ィアノード７３１といった相互作用ポイントに近づいた場合にのみ、視認可能なポインタ
７４１となる。
【０１１２】
　別の実施形態では、視野は、視認できないナビゲーションノード７２０及び視認できな
いメディアノード７３０を含む。上述のように、ポインタ７４０は、視認できないナビゲ
ーションノード７２０又は視認できないメディアノード７３０といった相互作用ポイント
に近づいた場合にのみ、視認可能なポインタ７４１となる。同様に、視認できないナビゲ
ーションノード７２０及び視認できないメディアノード７３０は、ポインタ７４０が近づ
いた場合に、視認可能なノード７２１、７３１となる。
【０１１３】
　有利には、ポインタ７４０が近づいた時に、ノードのコンテンツにテキストが表示され
る。このテキストは、例えば二次フィールド３２８に関連付けられたデータ要素４００に
対応することができる。
【０１１４】
　有利には、ポインタがノードに近づいた（例えばノードの出現に対応する距離にある）
時に、カウンタが表示される。そのカウンタは、例えばデジタル式カウントダウン、文字
盤を通過して進行するポインタ、又はポイントの周りで褪色する文字盤などの、様々な形
態を取ることができる。実際には、ノードが現れると、これは「ブート状態」と呼ばれ、
そのノードを視認可能なままとするためのそのノードからの十分な距離に、ユーザが自身
の視線を維持すると、起動に必要な時間が経過した後にノードが起動され、そのノードに
関連付けられたアクションが実施されるように構成されることができる。例えば、起動に
必要な上記時間は、１秒、２秒、３秒、４秒又は５秒とすることができる。
【０１１５】
　有利には、ポインタがノードに近づいた（例えばノードの出現に対応する距離にある）
時に表示モジュールは起動用形状７５０を出現させるように構成され、これにより、ノー
ドの出現又はその維持が可能な範囲を確認することができる。この形状は、例えば楕円（
例えば小球などの円）、正方形、長方形にすることができる。好ましくは、この形状は楕
円であり、より好ましくは正方形である。具体的には、この形状は、ノードに関連付けら
れたビューの要素の形状に一致させることもできる。例えばナビゲーションノードがビュ
ー内でドアの表示の位置に配置されている場合、起動用形状７５０は、そのビュー内のド
アの形状に略一致する。
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